
デ
ジ
タ
ル
庁

○

令
第
十
四
号

総

務

省

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
別
表
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令

で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重



傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

第
九
条

法
別
表
第
二
の
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
の
主

第
九
条

法
別
表
第
二
の
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第

一

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第

一
項
の
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲

一
項
の
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲

げ
る
情
報

げ
る
情
報

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

当
該
申
請
に
係
る
障
害
児
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

［
新
設
］

律
第
五
十
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
指
定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

ヘ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

ト

［
略
］

ヘ

［
同
上
］

二

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
八
第
二
項
の
通
所
給
付
決
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情

二

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
八
第
二
項
の
通
所
給
付
決
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情

報

報

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

当
該
変
更
に
係
る
障
害
児
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項

［
新
設
］

の
指
定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

第
十
一
条

法
別
表
第
二
の
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項

第
十
一
条

法
別
表
第
二
の
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す

の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す

る
。

る
。

一

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

一

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
申
請
に
係
る
障
害
児
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項

［
新
設
］

の
指
定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

ホ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

ヘ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

第
十
九
条

法
別
表
第
二
の
二
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同

第
十
九
条

法
別
表
第
二
の
二
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す

る
。

る
。

一

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務

同
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
又
は

一

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務

同
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
又
は

同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次

同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次

に
掲
げ
る
情
報

に
掲
げ
る
情
報



［
イ
～
チ

略
］

［
イ
～
チ

同
上
］

リ

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

リ

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の

特
定
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報

［
ヌ
～
オ

略
］

［
ヌ
～
オ

同
上
］

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

第
二
十
九
条

法
別
表
第
二
の
五
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

第
二
十
九
条

法
別
表
第
二
の
五
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
第
三
条
の
求
職
者
に
対
す
る
資
料
の
提
示
等
の

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
第
三
条
の
求
職
者
に
対
す
る
資
料
の
提
示
等
の

求
め
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

求
め
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
求
職
者
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項
の
指
定
難
病
要

［
新
設
］

支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

第
三
十
条

法
別
表
第
二
の
五
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と

第
三
十
条

法
別
表
第
二
の
五
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と

し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情

し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情

報
と
す
る
。

報
と
す
る
。

一

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
の
避
難
行
動
要

一

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
の
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
の
作
成
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

支
援
者
名
簿
の
作
成
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

避
難
行
動
要
支
援
者
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十
二
第
四
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援

［
新
設
］

者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

ニ
～
チ

［
略
］

ハ
～
ト

［
同
上
］

リ

避
難
行
動
要
支
援
者
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項
の
指

［
新
設
］

定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

ヌ
～
ヨ

［
略
］

チ
～
ワ

［
同
上
］

二

災
害
対
策
基
本
法
第
四
十
九
条
の
十
四
第
一
項
の
個
別
避
難
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
務

前
号
イ
か
ら

二

災
害
対
策
基
本
法
第
四
十
九
条
の
十
四
第
一
項
の
個
別
避
難
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
務

前
号
イ
か
ら

ヨ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

ワ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報

三

災
害
対
策
基
本
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
被
災
者
台
帳
の
作
成
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

三

災
害
対
策
基
本
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
被
災
者
台
帳
の
作
成
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

被
災
者
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十
二
第
四
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
に
対
す
る

［
新
設
］

証
明
に
関
す
る
情
報

ニ
～
チ

［
略
］

ハ
～
ト

［
同
上
］

リ

被
災
者
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項
の
指
定
難
病
要
支

［
新
設
］

援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

ヌ
～
ヨ

［
略
］

チ
～
ワ

［
同
上
］

第
三
十
八
条
の
三

法
別
表
第
二
の
六
十
九
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

第
三
十
八
条
の
三

法
別
表
第
二
の
六
十
九
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

務
と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め



る
情
報
と
す
る
。

る
情
報
と
す
る
。

一

母
子
保
健
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
母
子
保
健
に
関
す
る
相
談
及
び
同
条
第
二
項
の
支
援
に
関
す
る
事
務

［
新
設
］

当
該
相
談
及
び
支
援
に
係
る
妊
産
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
係
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
妊
産
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
乳
幼
児
健
康
診
査
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報

二

母
子
保
健
法
第
十
条
の
保
健
指
導
の
実
施
又
は
勧
奨
に
関
す
る
事
務

当
該
保
健
指
導
に
係
る
妊
産
婦
又

一

母
子
保
健
法
第
十
条
の
保
健
指
導
の
実
施
又
は
勧
奨
に
関
す
る
事
務

当
該
保
健
指
導
に
係
る
妊
産
婦
又

は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
係
る
乳
幼
児
健
康
診
査
等
に
関
す
る
情
報

は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
係
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
乳
児
又
は
幼

児
に
対
す
る
健
康
診
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乳
幼
児
健
康
診
査
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報

三

［
略
］

二

［
同
上
］

四

母
子
保
健
法
第
十
二
条
第
一
項
の
健
康
診
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務

当
該
健
康
診
査
に
係
る
幼
児
に
係

三

母
子
保
健
法
第
十
二
条
第
一
項
の
健
康
診
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務

当
該
健
康
診
査
に
係
る
幼
児
に
係

る
乳
幼
児
健
康
診
査
等
に
関
す
る
情
報

る
乳
幼
児
健
康
診
査
に
関
す
る
情
報

五

母
子
保
健
法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
査
の
実
施
又
は
勧
奨
に
関
す
る
事
務

当
該
健
康
診
査
の
実
施

四

母
子
保
健
法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
査
の
実
施
又
は
勧
奨
に
関
す
る
事
務

当
該
健
康
診
査
の
実
施

又
は
勧
奨
に
係
る
妊
産
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
係
る
乳
幼
児
健
康
診
査
等
に
関
す
る
情
報

又
は
勧
奨
に
係
る
妊
産
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
係
る
乳
幼
児
健
康
診
査
に
関
す
る
情
報

六

母
子
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
の
妊
産
婦
の
訪
問
指
導
又
は
勧
奨
に
関
す
る
事
務

当
該
訪
問
指
導
又
は

五

母
子
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
の
妊
産
婦
の
訪
問
指
導
又
は
勧
奨
に
関
す
る
事
務

当
該
訪
問
指
導
又
は

勧
奨
に
係
る
妊
産
婦
に
係
る
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
妊
産
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
に
関
す
る

勧
奨
に
係
る
妊
産
婦
に
係
る
乳
幼
児
健
康
診
査
に
関
す
る
情
報

情
報

七

［
略
］

六

［
同
上
］

八

母
子
保
健
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
が
行
う
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

七

母
子
保
健
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第

げ
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

当
該
事
業
の
実
施
に
係
る
妊
産
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
係
る
乳

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

当
該
事
業
の
実
施
に
係
る
妊
産
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は

幼
児
健
康
診
査
等
に
関
す
る
情
報

幼
児
に
係
る
乳
幼
児
健
康
診
査
に
関
す
る
情
報

第
四
十
二
条

法
別
表
第
二
の
七
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、

第
四
十
二
条

法
別
表
第
二
の
七
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五

同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と

十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
百
十
条
第
二
項
の
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー
ス
助
成
金
、
同
令
第
百
十
八
条
の
二
第

す
る
。

十
項
の
障
害
者
正
社
員
化
コ
ー
ス
助
成
金
、
同
令
第
百
二
十
五
条
第
五
項
の
障
害
者
職
業
能
力
開
発
コ
ー
ス
助

成
金
、
同
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
二
項
の
成
長
分
野
等
人
材
確
保
・
育
成
コ
ー
ス
助
成
金
、
雇
用
保
険
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則

第
百
十
五
条
第
十
八
号
の
障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
又
は
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

附
則
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
十
五
条
の
五
第
六
項
の
障
害
者
初
回
雇
用
コ
ー
ス
奨
励
金
の
支
給
に
関

す
る
事
務
と
し
、
同
表
の
七
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
百
十
条
第
二
項
の
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー

一

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
一
項
の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
及

ス
助
成
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

イ

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
一
項
の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

ロ

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
一

項
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

ハ

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
判
定
に
関
す
る



情
報

二

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
条
第
十
項
の
発
達
障
害
者
・
難
治
性
疾
患
患
者
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成

二

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
一
項

金
、
同
令
第
百
十
八
条
の
二
第
十
項
の
障
害
者
正
社
員
化
コ
ー
ス
助
成
金
、
同
令
第
百
二
十
五
条
第
五
項
の

の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

障
害
者
職
業
能
力
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
、
同
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
二
項
の
成
長
分
野
等
人
材
確
保
・
育

成
コ
ー
ス
助
成
金
又
は
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第

八
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
五
条
第
十
八
号
の
障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
の
支
給
に

関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
一
項
の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

ロ

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
一

項
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
害
の
程
度
に
関
す
る
情
報

ハ

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
判
定
に
関
す
る

情
報

ニ

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項

の
指
定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

［
削
る
］

三

当
該
支
給
に
係
る
労
働
者
に
係
る
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
判
定
に
関
す
る
情

報

第
四
十
九
条

法
別
表
第
二
の
九
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、

第
四
十
九
条

法
別
表
第
二
の
九
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、

同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と

同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と

す
る
。

す
る
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

三
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
費
用
負
担
の
申
請
に
係

三
十
七
条
第
一
項
の
費
用
負
担
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

二

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十

二

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
の
同
法
第
三
十

四
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条

七
条
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
調
整
に
関
す
る
事
務

当
該
費
用
の
負

の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
調
整
に
関
す
る
事
務

当
該
費
用

担
を
受
け
る
感
染
症
の
患
者
（
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

の
負
担
を
受
け
る
感
染
症
の
患
者
（
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

三

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条

三

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
一
項
の
療
養
費
の
支

の
三
の
三
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
四
第
一
項
の
療
養
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に

給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

第
五
十
五
条

法
別
表
第
二
の
百
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同

第
五
十
五
条

法
別
表
第
二
の
百
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す



る
。

る
。

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
六
条
の
自
立
支
援
給
付
（
自

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
六
条
の
自
立
支
援
給
付
（
自

立
支
援
医
療
費
及
び
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

立
支
援
医
療
費
及
び
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
場

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
四
十
三
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
場

合
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事

合
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事

務

次
に
掲
げ
る
情
報

務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
リ

略
］

［
イ
～
リ

同
上
］

ヌ

当
該
申
請
を
行
う
障
害
者
又
は
当
該
申
請
に
係
る
障
害
児
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関

［
新
設
］

す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項
の
指
定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

ル

［
略
］

ヌ

［
同
上
］

ヲ

［
略
］

ル

［
同
上
］

ワ

［
略
］

ヲ

［
同
上
］

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
四
条
第
二
項
の
支
給
決

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
四
条
第
二
項
の
支
給
決

定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

チ

当
該
変
更
に
係
る
障
害
者
又
は
障
害
児
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十

［
新
設
］

八
条
第
二
項
の
指
定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る
証
明
に
関
す
る
情
報

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
の
地

五

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
の
地

域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

当
該
変
更
に
係
る
障
害
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
変
更
に
関
す
る
事
務

当
該
変
更
に
係
る
障
害
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
二
項
の
指
定
難
病
要
支
援
者
に
対
す
る

［
新
設
］

証
明
に
関
す
る
情
報

［
六
～
十
一

略
］

［
六
～
十
一

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下

